
漢

代

の

軍
功
と
岳
町
制

藤

田

高

夫

は

じ

め

に

一
軍
功
授
爵
に
関
す
る
資
料

二
上
孫
家
案
簡
腹
中
の
奔
爵
規
定

三

軍

功

と

爵

制

結

び
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t主

じ

め

軍
事
的
功
績
に
劃
し
て
圏
家
が
賞
賜
な
ど
を
も
っ
て
そ
れ
に
麿
え
る
こ
と
は
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
が
、

漢
代
に
は
爵
を
興
え
る
こ
と
が
通

例
で
あ
ア
た
。
本
稿
は
、
こ
の
軍
功
に
よ
る
授
簡
を
検
討
し
、

漢
代
の
骨
制
に
お
け
る
そ
の
位
置
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
軍

功
に
届
酎
位
を
以
て
膳
え
る
こ
と
は
漢
代
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
漢
代
で
は
こ

の
鰐
位
が
二
十
等
簡
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色

が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
漢
代
に
は
、
公
土
か
ら
列
侯
に
至
る
二
十
段
階
の
爵
制
、
す
な
わ
ち
二
十
等
爵
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
名
稿
を
『
漢

書
』
百
官
公
卿
表
・
『
績
漢
書
」
百
官
志
に
よ
っ
て
奉
.
け
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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①
公
士

②
上
造

③
答
且
器

④
不
更

⑤
大
夫

⑥
官
大
夫

⑦
公
大
夫

@
公
乗

⑨
五
大
夫

⑩
左
庶
長

⑪
右
庶
長

⑫
左
更
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⑬
中
更

⑪
右
更

⑮
少
上
造

⑮
大
上
造

⑫
翻
車
庶
長

⑬
大
庶
長

⑬
関
内
侯

@
徹
侯
〈
列
侯
〉

枇
一
寸
傍
に
闘
し
て
は
、

こ
れ
に
加
え
て
、
第
二
十
級
の
列
侯
の
上
に
さ
ら
に
諸
侯
王
が
あ
り
、
第
一
級
の
公
士
の
下
に
ゼ
ロ
僧
位
と
し
て
の
土
伍
が
あ
る
。
こ
の
二
十

(

l

)
 

西
嶋
定
生
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る。

こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
、

西
嶋
氏
は
、
漢
代
、
園
家
の
慶
事
な
ど
に
際
し
て
行
わ
れ
た
「
民
爵
賜
興
」
の
事
例
を
分
析
し
た
上
で
、
皇
帝
か
ら
興
え
ら
れ
た
爵
が
、
民

衆
の
生
活
の
場
で
あ
る
里
に
お
け
る
民
間
秩
序
の
形
成
に
果
し
た
機
能
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
秦
漢
時
代
の
皇
帝
権
の
も
つ
公
的
性
格
を
導
き

(

2

)
 

だ
そ
う
と
企
図
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
西
嶋
氏
の
所
論
に
は
、
た
だ
ち
に
増
淵
龍
夫
氏
な
ど
が
反
論
を
加
え
、
近
年
に
は
籾
山
明
氏
が
史
料

(

3

)

 

的
側
面
か
ら
西
嶋
氏
の
立
論
の
不
備
を
指
摘
し
、
爵
制
論
の
再
検
討
を
迫
っ
て
い
る
。
ま
た
、
西
嶋
氏
も
考
察
し
て

い
る
よ
う
に
、
漢
代
に
民

(
4

)
 

に
傍
が
興
え
ら
れ
る
機
舎
は

「
民
鋳
賜
興
」
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
納
粟
授
爵
、
買
侵
、
従
民
に
際
し
て
の
賜
簡
な
ど
が
あ
り
、
本
稿

で
と
り
あ
げ
る
軍
功
に
劃
す
る
授
爵
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
そ
の
中
で
「
民
霞
」
に
重
貼
が
お
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
関
連
史

- 34ー

料
の
制
約
、
お
よ
び
有
傷
者
の
匪
倒
的
多
数
が
「
民
国
賜
興
」
に
よ
っ
て
爵
を
得
た
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
蛍
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
漢
代
の
健
制
を
論
ず
る
に
は

「
民
間
」
に
限
ら
ず
、
様
々
な
授
簡
の
契
機
を
も
覗
野
に
入
れ
て

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
し
、
ま
た

さ
ら
に
そ
こ
か
ら

「
民
健
賜
興
」

の
一
意
義
を
逆
照
射
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
軍
功
に
よ
る
授
簡
を
問
題
と
す
る
意
図
も

そ
こ
に
あ
る
。

(

5

)
 

と
こ
ろ
で
、
箪
功
に
よ
る
授
留
に
関
し
て
は
、
近
年
朱
紹
侯
氏
に
専
著
が
あ
る
。
こ
れ
は
春
秋
か
ら
漠
ま
で
の
軍
功
霞
を
通
観
し
て
そ
の
襲

遜
を
跡
づ
け
た
務
作
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
特
色
は
、

軍
功
に
劃
す
る
賞
賜
が
簡
の
本
来
の
意
義
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
立
つ
貼
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
漢
代
に

「
民
健
賜
興
」
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
簡
の
本
義
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
漢
代
は

「
軍
功
健
制
」
が
弛
緩

し
て
い
く
過
程
と
捉
え
ら
れ
る
。
氏
の
所
論
に
は
興
味
深
い
指
摘
も
多
く
あ
る
が
、

そ
の
史
料
解
穣
に
は
疑
問
が
残
る
部
分
も
あ
り
、
特
に
漢

代
の
伺
町
制
を

「
軍
功
寄
」
に

一
元
化
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
蕗
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、

ひ
と
ま
ず
軍
功
に
よ
る
授
留
に
考
察
を
限
定
し
、
出
土
資
料
を
用
い
て
そ
の
具
瞳
的
姿
を
さ
ぐ
っ
た
上
で
、
漢
代
の
爵
制



の
中
で
軍
功
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
る
震
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

軍
功
授
爵
に
闘
す
る
資
料

(
一

一)

文
献
に
み
ら
れ
る
軍
功
授
爵

軍
功
に
劃
し
て
鰐
を
興
え
る
こ
と
が
戦
園
時
代
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

+ih
、

つ
と
に
知
ら
れ
た
事
貫
で
あ
る
。

『
商
君
書
』
境
内
篇
に

能
く
爵
(
甲
)
首
一
を
得
る
者
は
、
爵
一
級
を
賞
し
、

(
6〉

の
吏
に
入
る
を
得
。

国

一
頃
を
盆
し
、
宅
九
(五
)
畝
を
盆
し
、

(
一に〉

一
庶
子
を
除
し
、

乃
ち
兵
官

ま
た
『
韓
非
子
』
定
法
篇
に
は

商
君
の
法
に
日
く
、
一
首
を
斬
る
者
は
鶴
一
級
、
官
と
矯
る
を
欲
す
る
者
は
五
十
石
の
官
と
帰
す
。

二
首
を
斬
る
者
は
爵
二
級
、
官
と
篤

か
忽

る
を
欲
す
る
者
は
百
石
の
官
と
篤
す
、
と
。
官
震
の
遜
る
は
、
斬
首
の
功
と
相
稽
う
な
り。

と
あ
る
よ
う
に
、
斬
首
の
級
数
に
麿
じ
て
侵
が
興
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

『
史
記
』

巻
六
八

軍
功
有
る
者
は
、
各
お
の
率
を
以
て
上
簡
を
受
く
。

と
見
え
、
軍
功
に
よ
る
授
俸
が
一
商
鞍
の
艶
法
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
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と
あ
り
、

一商
君
列
俸
に
も

漢
代
に
入
っ
て
も
、
軍
功
に
劃
し
て
爵
が
興
え
ら
れ
た
事
例
は
い
く
つ
も
検
出
で
き
る
。

『
史
記
』
各
九
五

奨

噌
列
俸
に
は

高
粗
柿
公
と
鋳
る
や
、
暗
唱
を
以
て
舎
人
と
篤
す
。
:
:
:
司
馬
臣
と
陽
東
に
戦
い
、
却
敵
し
て
斬
首
十
五
紐
、
爵

園
大
夫
を
賜
る
。
常
に

従
い
、
浦
公
章
師
の
撲
陽
に
軍
す
る
を
撃
つ
や
、
新
首
二
十
三
級
、
爵
列
大
夫
を
賜
る
。
復
た
常
に
従
い
、
城
陽
を
攻
む
る
に
従

ぃ
、
先
登
す
。
戸
腐
を
下
し
、
李
由
の
軍
を
破
り
、
斬
首
十
六
級
、
上
聞
簡
を
賜
る
。
東
郡
の
守
尉
を
成
武
に
攻
囲
す
る
に
従
い
、
御
敵

237 
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し
て
斬
首
十
四
級
、
捕
虜
十

一
人
、
震

首
六
十
八
級
、
捕
虜
二
十
七
人
を
以
て
、
国肘 五

大
夫
を
賜
る
。
:
:
:
趨
責
の
開
封
の
北
に
軍
す
る
を
撃
破
し
、
却
敵

・
先
登
、
斬
候
一

人、

卿
を
賜
る
O

i
-
-
-
宛
陵
を
攻
め
、
先
登
し、

斬
首
八
級
、
捕
虜
四
十
四
人
、

国肘
封
を
賜
り

賢
成
君
と
批
す

0

・
:
西
し
て
臨
に
至
り
、
翻
敵
、
斬
首
二
十
四
級
、
捕
虜
四
十
人
を
以
て
、

重
封
を
賜
る
。

と
あ
り
、
高
祖
の
功
臣
焚
暗
唱
が
斬
首

・
捕
虜
な
ど
の
功
に
よ

っ
て
、
園
大
夫
か
ら
列
大
夫
、
上
問
、
五
大
夫
、
卿
、

そ
し
て
賢
成
君
と
い
う
列

侯
に
ま
で
飼
位
を
上
げ
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
現
れ
る
簡
は
漢
の
二
十
位一寸
爵
で
は
な
く
、
戦
園
楚
の届
酎
制
を
踏

(

7

)

 

麗
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
焚
噌
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
が
、
同
様
の
例
は
高
祖
の
功
臣
た
ち
の
列
俸
中
に
多
く
見
出
せ
る。

ま
た
、
封

旬
奴
戦
争
に
お
い
て
軍
功
を
斬
首

・
捕
虜
の
級
数
に
よ
っ
て
-記
し
た
例
は

『
史
記
』

・
『漢
書
』
の
将
軍
た
ち
の
列
俸
や
旬
奴
停
な
ど
に
頻
見

す
る。と

こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
軍
功
に
劃
す
る
授
簡
は
、
具
膿
的
に
は
ど
の
よ
う
な
手
繭
き
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
開

し
て
、
文
献
資
料
の
語
る
と
こ
ろ
は
多
く
は
な
い
が
、

次
の

『
史
記』

径
一

O
二

鴻
唐
俸
の
記
事
に
は
、

授
簡
の
手
績
き
を
う
か
が
わ
せ
る
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記
述
が
含
ま
れ
る
。

今
臣
聞
く
な
ら
く
、
競
向

雲
中
の
守
と
帰
り
、
:
・
:
虜
曾
て
一
た
び
入
ら
ば
、
向

車
騎
を
率
い
て
之
を
撃
ち
、
殺
す
と
こ
ろ
甚
だ
衆

い
ず
く
ん
ぞ
尺
籍
伍
符
を
知
ら
ん
や
。
終
日
力
戦
し
、
斬
首
捕
虜
し
て
功
を
莫
府
に
上
ぐ
る
に
、

し
。
そ
れ
士
卒
は
壷
く
家
人
の
子
、

白
も
相
薩
ぜ
ざ
れ
ば
、
文
吏

法
を
以
て
之
を
縄
す
。

こ
れ
は
濡
唐
が
文
一帝
に
射
し
て
雲
中
太
守
の
貌
向
を
鼎
設
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
「
尺
籍
伍
符
」
に
つ
い
て
、
集
解
が
如
淳
の
読
を

引
い
て漢

の
寧
法
に
日
く

吏
卒
の
斬
首
は
尺
籍
を
以
て
書
し、

鯨
に
下
し
郡
に
移
す
。

人
を
し
て
故
行
せ
し
め
、

行
か
ざ
れ
ば
労
二
歳
を
奪

う

と
い
い
、
索
隠
に
も



尺
籍
な
る
も
の
は
、
そ
の
斬
首
の
功
を
一
尺
の
板
に
書
く
を
い
う
。

と
あ
る
よ
う
に、

斬
首
の
級
教
を
筒
膿
に
記
し
て
報
告
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
が
漢
の
軍
法
の
規
定
で
あ
る
こ
と
も
剣
拐
す

る

こ
う
し
て
報
告
さ
れ
た
斬
首
の
級
数
に
射
し
て
、
ど
の
よ
う
に
留
が
興
え
ら
れ
た
の
か
が
、
次
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
黙
に
閲
し
て
有
力
な

(

B

)

 

手
が
か
り
を
興
え
て
く
れ
る
の
が
、
青
海
省
大
逼
鯨
上
孫
家
案
一
一

五
競
演
墓
出
土
の
簡
膿
で
あ
る
。

(一一)

上
孫
家
案
出
土
筒
臆
と
そ
の
性
格

一
九
七
八
年
に
護
掘
さ
れ
た
こ
の
竪
穴
土
坑
墓
に
は
、
二
つ
の
棺
が
お
さ
め
ら
れ
、

棺
の
外
に
移
さ
れ
て
い
る
が
男
女
の
人
骨
が
確
認
さ
れ

て
い
る
の
で
、
夫
婦
合
葬
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
盗
掘
を
被
っ
て
い
る
が
、
銅
鏡
の
様
式
、
及
び
出
土
し
た
五
妹
鎮
の
形
式
が
武

帝
・
昭
一
帝
・
宣
一帝時
代
の
も
の
で
、

『文
物
』
誌
上
の
護
掘
筒
報
で
は
前
漢
晩
期
に
断
代
し
て

い

る
。
ま
た
「
馬
良
私
印
」
と
い
う
銅
印
も
伴
出
し
て
お
り
、
馬
良
な
る
人
物
が
こ
の
一

一
五
競
墓
の
墓
主
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
王
葬
銭
を
含
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
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問
題
の
筒
膿
は
二
つ
の
棺
の
聞
か
ら
護
見
さ
れ
た
。
上
下
完
結
し
た
完
全
な
賦
態
の
簡
膿
は
少
な
く
、
そ
の
長
さ
は
最
も
長
い
も
の
で
二
五

セ
ン
チ
と
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
筒
膿
の
匪
倒
的
多
数
は
残
長
数
セ
ン
チ
に
す
ぎ
な
い
断
簡
で
、
文
字
の
剣
讃
で
き
な
い
も
の
も
多
数
含
ま
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
震
掘
簡
報
で
は
、
筒
臆
の
総
数
を
四

O
O貼
ほ
ど
と
す
る
が
、
現
在
韓
文
が
護
表
さ
れ
た
簡
臆
の
糟
教
は
三
二
八
黙
に
と
ど

ま
る
。
ま
た
非
常
に
不
鮮
明
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
簡
影
の
大
部
分
が

『
考
古
事
集
刊
』
五
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
文
物
』
の
稗
文
及
び
朱
園
招
氏
の
考
謹
で
は
、
簡
肢
を
内
容
か
ら
次
の
四
グ
ル

ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

(

一

)

篇
題
を
記
し
た
目
録
簡
、
及
び
留
に
つ
い
て
の
記
述
を
含
む
規
定

軍
隊
の
編
制
や
訓
練
に
閲
す
る
規
定

(一一)
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(
一
ニ
〉

兵
土
の
所
属
部
隊
を
示
す
た
め
の
標
峨
に
つ
い
て
述
べ
た
規
定
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(
四
)
「
孫
子
日
」
と
い
う
句
を
含
み
『
孫
子
』
の
侠
文
と
考
え
ら
れ
る
も
の

た
だ
し
、
こ
の
分
類
に
封
し
て
は
異
な
る
見
解
も
存
在
す
る
。
最
大
の
問
題
は
、

『
孫
子
』
の
よ
う
な
兵
書
の
存
在
を
認
め
る
か
否
か
、
と

(

9

)

 

い
う
黙
に
あ
る
。

李
零
氏
や
『
考
古
事
集
刊
』
の
陳
公
柔
氏
ら
は
、
い
ず
れ
も
兵
書
の
存
在
を
認
め
な
い
。

そ
し
て
本
稿
も
兵
書
を
濁
立
さ
せ

る
必
要
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
出
土
筒
臆
は
す
べ
て
軍
事
関
係
の
規
定
で
あ
り
、

「孫
子
日
く
云
々
」
と
い
う

部
分
は
、
す
べ
て
法
規
定
中
に
引
用
さ
れ
た
も
の
と
看
倣
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。

文
献
で
は
皇
帝
の
言
葉
の
中
に
兵
書
が
引
か
れ
る

(

凶

)

例
が
あ
り
、
上
孫
家
案
出
土
簡
の
よ
う
な
軍
事
的
な
規
定
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
丘
ハ
書
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
充
分
首
肯
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
ま
た
こ
の
問
題
は
、
簡
膿
の
文
字
な
ど
外
見
上
の
特
徴
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

上
孫
家
案
の
筒
膿
で
は
、
簡
の
形
肢
と
文
字
の

書
か
れ
方
に
二
種
類
の
違
い
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、

比
較
的
細
め
の
簡
に
開
隔
を
や
や
と
っ
て
ゆ

っ
た
り
と
文
字
を
書
い
た
簡
と
、
比
較

的
幅
廉
の
備
に
文
字
を
き
っ
ち
り
と
詰
め
て
書
い
た
簡
の

こ
と
お
り
が
見
ら
れ
る
。

今
、

「孫
子
日
」

と
い
う
句
を
含
む
簡
に

つ
い
て

『考

- 38一

古
屋
叫
集
刊
』
所
載
の
潟
県
を
見
る
と

こ
の
二
種
類
の
文
字
の
書
き
方
が
混
在
し
て
お
り
(
例
え
ば
C

一八
簡
と
一
老

・
一2
ハ憐
)
、

こ
の
貼
か
ら
し
て

も
、
兵
書
を
濁
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
無
理
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
上
孫
家
案
出
土
筒
臆
は
す
べ
て
軍
事
関
係
の
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
決
の
〔
l
〕
か
ら

〔
7
〕

(

日

)

名
も
軍
事
闘
係
の
規
定
と
考
え
て
不
都
合
は
な
い
。

の
目
録
簡
に
見
え
る
篇

廿

〔
5
〕
図
言
皆
口
口
予
銭
廿
九
図

(ニ五回)

図

(一ニ吾
、
。
九
一ニ〉

〔
6
〕
図
所
母
魚
品川七

材
官

図
(
O八
八
)

〔
1
〕
図
首
捕
虜
口
口
論
廿
一
図
(
ニ
き
)

〔2
〕
図
虜
以
尺
籍

私
車
騎
数
品川

廿

品川一

)
侠

/ヘ

廿
四

品川二
)
侠

〆目、

廿
五

品川三
)
侠



〔
3
〕
図
口
不
法

廿
六
図
(
二
言
〉

ノー¥

品
川
四
〉
侠

'" 

廿
七

品
川
五
)
侠

〔7
〕
図
口
車
一
雨
冊
四
図
(
一
八
六〉

現
在
残
っ
て
い
る
目
録
簡
は
八
本
の
筒
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
は
確
貫
だ
が
、
目
録
簡
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
ケ

(

ロ

)

1
ス
が
想
定
で
き
る
。
た
だ
、
目
録
加
が
一
加
で
は
な
く
、

〔4
〕
図
私
卒
僕
養
数

廿
八

従
馬
敷
使
私
卒
品
川
六

車
口
図
会
一四一)

二
加
あ
っ
た
こ
と
は
、
動
か
し
が
た
い
。

簡
〔
2

〕

は
、
他
の
簡
の
内
容
か
ら
見
て
、
上
に
「
斬
首
捕
」
の
三
文
字
を
補
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、

「
斬
首
捕
虜
は
尺
籍
を
以
て

す

廿
二
」
と
い
う
簡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
後
に
示
す
簡
〔
お
〕
は
、
こ
の
目
録
と
封
雁
す
る
内
容
を
持
つ
。
こ
の
「
尺
籍
」
と
い
う
語

は
、
先
に
見
た
『
史
記
』
鴻
唐
俸
中
に
あ
る
言
葉
で
、
さ
ら
に
集
解
が
引
く
如
淳
の
読
に
よ
っ
て
、
漢
代
の
軍
法
の
規
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
上
孫
家
案
出
土
筒
膿
は
漢
の
軍
法
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

も
っ
と
も
、
こ
れ
が
漢
代
の
軍
法
の
全
て
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、

(

臼

)

な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
軍
法
以
外
の
要
素
も
含
ま
れ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
、

上
孫
家
案
の
筒
膿
が
全
て
軍
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も

- 39ー

こ
れ
を
軍
事
関
係
の
規
定
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
と
考
え
る
。
こ

の
筒
膿
は
あ
く
ま
で
副
葬
品
で
あ
る
か
ら
、

墓
主
で
あ
る
馬
良
が
ハ
お
そ
ら
く
彼
は
軍
吏
と
し
て
従
軍
し
た
経
験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
〉
、

生
前
の
生
活

で
必
要
と
し
た
規
定
を
集
め
た
律
の
書
で
あ
り
、
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
「
孫
臆
兵
法
」
な
ど
と
は
遣
っ
て
、

き
わ
め
て
貫
用
的
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
ち
ょ
う
ど
、

軍
事
閥
係
で
は
な
い
が
同
じ
く
法
規
定
を
中
心
と
す
る
、
雲
夢
秦
簡
の
持
つ
性
格
と
類
似
し
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
う
し
た
性
格
を
持
つ
な
ら
ば
、
こ
の
筒
膿
に
見
ら
れ
る
軍
法
の
規
定
は
、
墓
主
の
馬
良
が
生
き
て
い
た
時
代
、
す
な
わ
ち
前
漢
後

半
期
の
時
貼
で
、

質
際
に
施
行
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に、

上
孫
家
案
出
土
筒
腐
の
性
格
を
規
定
し
た
上

で
、
次
に
簡
臆
中
に
含
ま
れ
る
曾
制
に
関
わ
る
規
定
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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上
孫
家
築
簡
臆
中
の
奔
傍
規
定

〔

8
〕

各
二
組
、
爵
母
過
左
庶
長
、
斬
首
捕
虜
、
奔
爵
各
一
級
、
車
千
口
口
口
、
斬
捕
首
虜
二
級
、
奔
震
各

一
紐
、
斬
捕
五
級
、

奔
霞

〔

9
〕

各
二
級
、
斬
捕
入
級
、

奔
回
附
各
三
組
、

不
満
数
、

賜
銭
紐
千
、

斬
首
捕
虜
母
過
人
三
級
、

奔
届
肘
皆
母
過
五
大
夫
、

(
口
六
八

・
=
一七
五
〉

必
頗
有
主
、

以
H
験
不
従
法
状

(
三
五
六
・
ニ
四
=
了

=
百
O
〉

〔
叩
〕

図
白
馬
公
乗
者
図

(
O五
八
〉

〔
孔
〕

図
二
級
嘗
一
級
、
以
馬
五
大
夫
者
、
三
級
官
一
紐
、

首
虜
不
満
数
者
、

籍
須
復
戦
、
軍
罷
不
満
数
、
賜
銭
級

(
三一
元

・
三
四
九
〉

は
、
上
下
完
整
し
た
数
少
な
い
簡
で
、
獲
得
し
た
首
級
の
放
と
輿
え
ら
れ
る
鰐
の
級
数
と
の
関
係
が
記
さ
れ
、
内
容
か
ら
み

て
こ
の
二
簡
は
連
績
す
る
。
こ
の
簡
の
前
に
績
く
簡
は
不
明
で
あ
る
が
、
あ
る
場
合
に
は
第
十
級
の
左
庶
長
を
上
限
と
し
て
健
二
級
を
興
え
ら

〔

8
〕

・

〔

9
〕

れ
る
こ
と
を
記
す
。
衣
に
斬
首
捕
虜
に
劃
し
て
は
各
々
、

(

M

)
 

掴
肘
の
原
則
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
こ
の
原
則
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
な
い
特
別
の
兵
士
あ
る
い
は
部
隊
に
つ
い
て
の
奔
爵
規
定
で
、

車
千
口
口
口
(
内
容
不
明
)
に
は
、
斬
首
二
級
で
健
一
級
、
斬
首
五
級
で
健
二
級
、
斬
首
八
級
で
健
三
級
を
興
え
、

こ
の
基
準
に
達
し
な
い
場
合

は
斬
首
一
級
ご
と
に
鏡

一
千
を
興
え
る
こ
と
を
記
す
。
つ
ま
り
、
斬
首
二
級
を
一
級
に
、
斬
首
五
級
を
二
級
に
、
斬
首
八
級
を
三
級
に
換
算
し

つ
ま
り
斬
首
一
級
ご
と
に
、
健

一
級
を
興
え
る
と
す
る。

こ
れ
は
斬
首
に
関
す
る
奔

- 40ー

て
奔
傍
す
る
こ
と
を
い
う
。

次
の

「
斬
首
捕
虜
は
人
ご
と
に
三
紐
を
過
ぐ
る
な
か
れ
」
の
規
定
は
、
軍
功
と
し
て
数
え
ら
れ
る
換
算
後
の
斬
首

の
数
に
限
度
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
車
千
口
口
口
は
三
紐

(
質
際
に
は
斬
首
八
級
)
が
上
限
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
質
際
の
斬
首
数

が
九
紐
以
上
の
場
合
に
劃
す
る
規
定
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
興
え
ら
れ
る
僧
位
に
も
上
限
が
あ
っ
て
、

そ
れ
は
第
九
級

の
五
大
夫
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
拝
爵
に
は
責
任
者
の
確
認
を
必
要
と
し、

そ
れ
に
よ

っ
て
不
正
行
震
の
有
無
を
貼
検
す
る
と

い
う
巌
格
な
手
続
き
が
取
ら
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。



〔
叩
〕
・
〔
日
〕

(

日

〉

は
、
大
庭
傭
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
本
来
一
簡
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

乗
の
規
定
が
あ
る
の
が
自
然
で
あ
る
し
、
簡
の
形
肢
か
ら
み
て
も
こ
の
二
つ
を
繋
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
先
に
傘
げ
た
〔
9
〕
に
は
上
端

〔日〕

の
五
大
夫
に
つ
い
て
の
規
定
の
前
に
公

先
頭
の
文
字
の
直
前
と
最
後
の
文
字
の
直
後
、

お
よ
び
簡
の
中
ほ
ど
轟
ハ
文
で

と
下
端
に
一
糎
ほ
ど
の
文
字
を
書
か
な
い
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、

は
「
斬
首
捕
虜
母
過
人
三
級
」
の
「
捕
」
と
「
虜
」
の
閲
〉
に
編
綴
の
ひ
も
を
固
定
す
る
た
め
の
浅
い
刻
み
が
あ
る
。

〔
日〕

は
上
部
が
折
れ
て
い

刻
み
を
基
準
に

る
が
、
韓
文
の
「
三
級
嘗
一
級
」
の
直
後
と
最
後
の
文
字
の
直
後
に
同
様
の
刻
み
が
見
え
、

〔日〕

端
は
文
字
を
書
か
な
い
ス
ペ
ー
ス
が
入
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
は
、
す
で
に
高
い
簡
を
も

っ
て
い
る
場
合
、
斬
首
の
数
が
低
く

換
算
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
八
級
の
公
乗
を
も
っ
場
合
は
斬
首
二
級
を
一
級
に
、
第
九
紐
の
五
大
夫
を
も
っ
場
合
は
斬
首
三
級
を
一

級
に
換
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
も
し
こ
れ
に
達
し
な
け
れ
ば
、
簿
籍
に
記
録
し
て
次
の
戦
闘
を
待
ち
、
軍
事
行
動
が
す
べ
て
終
了
し
て

も
斬
首
一
級
に
換
算
さ
れ
る
数
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
首
級
の
教
に
鷹
じ
て
鏡
を
輿
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

そ
の
開
隔
は
〔

9
〕

の
そ
れ
と
等
し
い
。
今
こ
の

〔
9
〕
と
〔
日
〕
と
を
並
べ
る
と
、

の
上
に
ち
ょ
う
ど
〔
叩
〕
が
入
り
、
な
お
数
字
分
の
徐
裕
が
残
る
。
こ
れ
は
最
上

〔叩〕

〔日〕

〔ロ〕

- 41ー

卒
斬
首
捕
図

〈口七
九
)

図

〔日〕

〈口
九六
)

図
紐
、
奔
簡
各
二
紐
、
斬
図

捕
十
一
組
、
奔
寓
図

(
一一豆
〉

〔

M
〕

〔日〕

図
母
遁
人
五
級
、
爵
皆
母
図

(
O四
九
〉

〔日〕

図
虜
什
二
人
以
上
、
奔
霞
各
一
級
、

不
満
図

(
一
豆
一
・
一
五
口〉

右
は
断
簡
ば
か
り
で
、
そ
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

〔
日
〕
は
〔
9
〕
の
後
半
部
分
に
類
似
し
、
特
定
の
篠
件
下
で
の
奔

国
防
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。
〔
日
〕
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は
「
什
〈
十
〉
二
人
以
上
」
と
い
う
文
言
か
ら
し
て
斬
首
で
は
な
く
捕
虜
の
数
に
よ
る
奔
餌
か
も
し
れ
な
い
。

〔口〕

図
可
撃
之
、
能
斬
捕
君
長
有
色
人
者
、
及
比
二
千
石
以
上
、
賜
寄
各
四
級
、
其
母
邑
人
、
及
吏
皆
千
石
以
下
至
六
百
石
、
賜

〈一ニ八
0

・
三五
八〉
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〔日
〕

図
長
以
上
、
食
邑
二
百
戸
、
斬
図

(一
四七

・
三(〕
ニ)

〔四〕

図
五
百
戸
、
斬
捕
図

(一六ニ
〉

〔却〕

従
軍
、
斬
首
捕
虜
、
俸
調

(
皐
)
行、

(=一七六
〉

至
右
更

〔包〕

図
其
士
吏
以
上
、
奔
偶
者
、

皆
澗
(
皐
〉
行
、
得
至
図

(三
七ニ)

〔口〕

は
異
民
族
の
君
長
ク
ラ
ス
あ
る
い
は
漢
の
高
額
官
に
相
場
田す
る
、
い
わ
ば
大
勝
首
を
と
司
た
場
合
の
規
定
で
、
邑
人
の
有
無
や
官
秩

定
で
あ
ろ
う
。

の
高
下
に
よ
っ

て
興
え
ら
れ
る
簡
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

に
見
ら
れ
る
右
更
(
第
十
四
級
)
は
上
孫
家
案
筒

〔
国
〕
・
〔
四
〕
は、

食
邑
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
特
別
な
軍
功
に
劃
す
る
規

〔
加
〕
・
〔
包
〕
は
「
調
(皐
)
行
」
の
意
味
が
は

っ
き
り
し
な
い
が
、

〔加〕
と
は
斬
首
数
の
換
算
を
行
わ
ず
に
得
を
興
え
る
こ
と
を

属
中
に
見
ら
れ
る
爵
位
で
最
も
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、

(

日

)

言
う
と
解
し
て
お
く
。

「
開
(
皐
)
行
」

〔辺〕

二
千
級
、
若
校
尉
四
百
以
上
、
及
吏
官
属
不
得
戦
者
、
奔
間
各
一

級
、
園
町
母
過
五
大
夫
図
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(三
七一
エ)

〔お〕

軍
吏
六
百
〔
石
〕
以
上
、
兵
車
御
右
及
把
閥
単
(麿
)
干
(
竿
〉

鼓
正
(鉦
〉
誠
者
、
奔
爵
賜
論
、
霞
比
士
吏
図

(一ニ一完〉

十

〔
辺
〕
・
〔
お
〕
は
非
戦
闘
員
に
劃
す
る
奔
簡
規
定
で
あ
る。

〔辺
〕
は

校
尉
の
率
い
る
部
隊
が
四
百
級
以
上
の
首
級
を
あ
げ
た
場
合
(そ

官
吏
に
劃
し
て
、

の
前
の
二
千
級
は
お
そ
ら
く
校
尉
の
上
に
位
置
す
る
将
軍
の
部
隊
が
あ
げ
た
首
級
の
数
で
あ
ろ
う
)
に
は
、
校
尉
お
よ
び
直
接
戦
闘
に
参
加
し
え
な
か
っ
た

五
大
夫
を
上
限
と
し
て
爵

一
級
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
を
記
す
。

〔幻
〕
も
、
高
級
軍
吏
や
御
者
、
旗
じ
る
し
ゃ
鼓
鉦
、
鉱
を

も
つ
者
な
ど
非
戦
闘
員
に
射
す
る
規
定
で
あ
る
。
雲
夢
秦
簡
で
は
、
部
陵
の
指
揮
官
が
自
ら
斬
首
の
功
を
あ
げ
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お
り、

(

げ

)

ま
た
『
一
商
君
書
』
境
内
篇
に
は
、
守
屋
美
都
雄
氏
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
指
揮
官
に
関
す
る
授
爵
規
定
が
見
ら
れ
る
。
〔
辺
〕

・
〔お
〕

は
こ
う
し
た
自
ら
首
級
を
獲
得
で
き
な
い
者
に
劃
す
る
論
功
行
賞
の
規
定
で
あ
ろ
う
。

〔お
〕
に
は
「
奔
爵
賜
論
、
霞
は
土
吏
に
比
す」

と
あ

り
、
奔
爵
が
土
吏
の
例
に
擬
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
記
す
。
土
吏
は
居
延
漢
簡
な
ど
に
頻
見
し
、
そ
こ
で
は
書
記
の
職
務
を
行
う
場
合
も
あ
る

(

日

〉

が
、
令
史
・
尉
史
な
ど
の
下
級
書
記
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
候
長
と
同
様
に
武
吏
と
し
て
軍
務
に
あ
た

っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ



る
。
上
孫
家
案
の
筒
膿
に

色
別
、
五
百
以
踊
上
歯
色
別
、

(一
王
]回〉

土
吏
以
下
腕
下
歯
色
別
、
什
以
肩
章
別
、
伍
以
肩
左
右
別
、
士
以
肩
章
尾
色
別

ハm
U
〉

こ
れ
は
所
属
部
隊
・
階
級
の
識
別
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
み
え
る
士
吏
は
、
五
百
(
五
百
終
〉

と
同
じ
く

戟
闘
部
隊
を
率
い
る
部
隊
長
と
考
え
ら
れ
、
非
戦
闘
員
に
劃
す
る
奔
簡
が
部
隊
長
の
例
に
擬
し
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
い
う
簡
が
あ
り
、

〔

M
〕

〔お〕

(
O八
三
〉

〈
一六
(〕)

図
口
節
功
(
攻
〉
域
口
口
口
口
図

図
功
(
攻
)
城
、
克
登
戟
陪
口
図

図
口
功
(
攻
〉
城
、
能
以
其
曲
口
図

図
域
戦
、
斬
首
捕
虜
、
母
遁
図

常
、
令
軍
吏
財
将
卒
守
、
無
以
口
口
城
中
、
城
陥
而
自
投
常
中
者
、
皆
以
震
無
人
斬
首
若
捕
口

〔お〕

(
一ニ一〉

〔幻〕

(一六
九)

(
一
言
ぷ
]
)

〔お〕

- 43ー

〔加〕
J
〔
お
〕
は
攻
城
戦
に
お
け
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。

『
商
君
書
』
境
内
篇
に

能
く
城
を
攻
め
ロ
巴
を
圏
ん
で
、
斬
首
八
千
己
上
な
れ
ば
、
則
ち
論
に
盈
つ
。
野
戦
し
て
、
斬
首
二
千
な
れ
ば
、
則
ち
論
に
盈
つ。

と
あ
り
、
野
戦
と
攻
城
戟
で
の
論
功
行
賞
に
遣
い
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
右
の
規
定
も
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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〔泊〕
〔却〕

図
皆
奪
届
肘
矯
土
五
(
伍
)
、
母
国
酎
図

図
虜
者
皆
要
斬
、
口
図

(
O
O八
)

〈二五
九
〉

〔担〕

図
口
勝
長
及
死
不
出
営
、
私
卒
賂
吏
、
皆
耐
震
鬼
新
、
其
図

図
斬
捕
口
口
口
矯
城
旦
、
能
捕
者
図

(一霊
一)

〔担〕
〔お〕

(一六六

・
c
z一共
)

虜
、
完
震
域
旦
図

〈一三
九〉

〔鈍〕

図
犯
令
者
一
人
、
拝
寄
一
級
、
其
官
吏
・
卒
長
・
五
百
将
・
嘗
百
以
下
、
及
同

(
O
一回

・
一七
三
・
己主一
ニ)

〔お〕

図
口
循
行
、
巌
劾
不
知
法
者
図

〈

O
Z

ニ〉
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〔ぬ〕

は
、
爵
を
奪
う
と
い
う
罰
則
規
定
で
、
有
偶
者
で
あ
れ
ば
簡
を
奪

っ
て
士
伍
す
な
わ
ち
無
間
に
落
と
す
こ
と
を
記
し
て
い
る。

〔却〕

ー
〔
お
〕

は
腰
斬

・
鬼
薪

・
完
城
旦
な
ど
の
刑
罰
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、

」
れ
ら
は
違
令
者
に
封
し
て
加
え
ら
れ
る
罰
則
と
思
わ
れ
る
。

〔担〕

は
こ
う
し
た
違
令
者
を
摘
援
し
た
者
に
射
す
る
奔
霞
規
定
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
に
関
連
し
て

〔
お
〕
は
、

軍
法
の
徹
底
を
は
か
る
た
め
の
措

置
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
断
片
の
多
い
上
孫
家
築
簡
煩
の
検
討
か
ら
、
漢
代
の
軍
功
に
射
す
る
奔
簡
の
具
盤
的
様
相
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

現
時
黙
で
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
奔
慢
の
規
定
に
閲
し
て
以
下
の
黙
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

①
獲
得
し
た
斬
首
の
級
に
封
臆
し
て
必
ず
同
級
の
傍
が
興
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
斬
首
政
級
を
一
級
に
換
算
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
つ
ま

り
、
爵
一
級
を
得
る
た
め
に
数
級
の
斬
首
が
必
要
で
あ
っ
た
。

②
一
人
の
獲
得
し
た
斬
首
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
掴
肘
の
輿
え
ら
れ
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
斬
首
の
放
に
は
制
限
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
獲
得
し
た
首
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級
す
べ
て
が
論
功
行
賞
の
封
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

③
軍
功
に
よ
っ
て
一
回
に
上
昇
す
る
慢
に
は
限
度
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り

一
度
に
無
制
限
に
何
級
で
も
簡
が
上
が
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
上
孫
家
築
簡
臓
の
規
定
で
は
、
爵
の
濫
裂
を
抑
制
す
る
と
い
う
方
向
性
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い

制
限
下
に
お
か
れ
た
軍
功
に
よ
る
授
簡
は
、
贋
範
に
か
つ
頻
繁
に
賜
輿
さ
れ
る
民
鰐
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て

考
察
し
た
い
。

軍

功

と

健

制

(
却

)

西
嶋
定
生
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
漢
代
に
は
園
家
の
慶
事
な
ど
に
際
し
て
頻
繁
に
民
慢
の
賜
興
が
行
わ
れ
た
。
雨
漢
四
百
年
の
聞
に

前
後
九
十
回
、
上
孫
家
案
の
墓
葬
の
一
該
一
嘗
す
る
前
漢
後
半
、
昭
一帝
か
ら
卒
一
帝
ま
で
の
約
九
十
年
聞
に
二
十
九
回
、
卒
均
し
て
三
年
に
一
回
の
べ



ー
ス
で
全
て
の
男
子
に
簡
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
宣
一
一
帝
の
時
代
に
は
、
在
位
二
十
五
年
で
十
三
回
の
民
侵
賜
興
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
た
だ
ち
に
次
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。

か
く
頻
繁
に
民
爵
が
賜
輿
さ
れ
る
な
ら
ば
、
巌
格
な
制
限
下
に
お
か
れ
た
軍
功
に
よ
る
授

爵
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、

と。

職
場
に
お
い
て
命
懸
け
で
手
に
し
た
爵
も
、

皇
帝
の
詔
に
よ
っ
て
無
償
で
手
に
入
る
爵
も
、

霞

位
と
し
て
は
同
じ
二
十
等
簡
な
の
で
あ
る
。
こ
の
南
者
の
聞
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
軍
功
に
よ
る
授
爵
で
は
、
民
寄
で
は
輿
え
ら
れ
な
い
高
簡
を
手
に
し
う
る
と
い
う
遠
い
が
あ
る
。
民
爵
の
賜
興
が
第
八
級
の
公
乗
を

上
限
と
す
る
こ
と
は

る
も
の
で
、

つ
と
に
知
ら
れ
た
事
質
で
あ
り
、
第
九
級
の
五
大
夫
以
上
の
霞
は
、

原
則
と
し
て
秩
六
百
石
以
上
の
官
吏
に
興
え
ら
れ

(

幻

)

さ
ら
に
復
除
の
特
権
も
附
随
し
て
い
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
西
嶋
氏
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
上
孫
家
案
簡

臆
中
の
規
定
を
見
る
に、

五
大
夫
以
上
の
鐸
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
(
〔
8
〕
・
〔
9
〕・〔
日
〕
な
ど
〉
、

軍
功
に
よ
る
授
爵
は

卒
と
し
て
従

軍
す
る
庶
民
が
公
乗
と
い
う
民
簡
の
壁
を
突
破
し
て
さ
ら
に
上
の
爵
を
手
に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
司
た
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、

そ
れ
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が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
も
、
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る。

女
の
相
違
黙
と
し
て
授
爵
の
手
績
き
の
問
題
が
あ
る
。

『
史
記
』

祷
唐
俸
を
も
う
一
度
奉
げ
よ
う
。

そ
れ
士
卒
は
壷
く
家
人
の
子
、

い
ず
く
ん
ぞ
尺
籍
伍
符
を
知
ら
ん
や
。
終
日
力
戦
し
、
斬
首
捕
虜
し
て
功
を
莫
府
に
上
ぐ
る
に、

一
言
も

相
膳
ぜ
ざ
れ
ば
、
文
吏
法
を
以
て
之
を
縄
す
O
i
-
-
-且
つ
雲
中
守

に
下
し
、
そ
の
簡
を
制
り
、
之
を
罰
作
す。

現
筒
、
首
虜
を
上
功
し
て
六
級
を
差
う
に
坐
一
す
。

陛
下

之
を
吏

「
尺
籍
伍
符
」
に
つ
い
て
、
如
淳
は
「
漢
の
軍
法
に
日
く
、
吏
卒
の
斬
首
は
尺
籍
を
以
て
書
す
」
と
い
い
、

軍
功
の
申
請

書
と
し
て
「
尺
籍
」
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
目
録
簡
の

き
に
闘
す
る
規
定
が
あ
?
た
こ
と
を
一
示
し、

断
簡
で
は
あ
る
が

先
に
見
た
よ
う
に
、

〔

2
〕

「
図
虜
以
尺
籍

廿
二
」
は

上
孫
家
案
簡
属
中
に
も
か
か
る
手
績

〔お〕

図
尺
籍
=
書
首
図

〈
一
七
九
)
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が
そ
の
内
容
に
相
嘗
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
伍
符
」
に

つ
い
て
は
王
先
謙

『漢
書
補
注
』

(巻
五

O

源
問
唐
俸
)
が

「
伍
符
な

る
者
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は
、
軍
人
に
命
じ
て
伍
伍
相
い
保
せ
し
め
、
好
詐
を
容
れ
ざ
る
な
り
」
と
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

つ
ま
り
最
少
の
部
隊
編
成
単
位
で
あ
る
伍

が
「
伍
符
」
に
よ
っ
て
軍
功
申
請
の
員
貫
性
を
保
護
し
て
い
る
。
そ
し
て
軍
功
申
請
に
射
し
て
は
「
尺
籍
」

「伍
符
」
が
相
互
に
巌
重
に
チ
ェ

ツ
ク
さ
れ
、
貌
向
は
首
虜
六
紐
の
食
い
違
い
を
答
め
ら
れ
て
慮
罰
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
軍
功
の
チ

ェ
ッ
ク
と
認
定
の
手
績
き
が
〔
お
〕
や
目
録
簡
〔
1
〕
に
見
ら
れ
る
「
論
」
で
あ
る
。
論
功
行
賞
の
手
綴
き
に
つ
い
て
は
雲

夢
秦
簡
・
軍
関
律
に

従
軍
し
て
務
を
以
て
論
及
び
賜
に
蛍
る
に
、
未
だ
奔
せ
ず
し
て
死
し
、
罪
有
り
て
そ
の
後
を
法
も
て
耐

・
濯
せ
る
と
、
及
び
法
も
て
耐
・

遁
せ
る
者
と
は
、

皆
そ
の
鰐
及
び
賜
を
受
く
る
を
得
ず
。

そ
の
己
に
奔
し
、

賜
未
だ
受
け
ず
し
て
死
す
、

及
び
法
も
て
耐

・
這
せ
る
者

は
、
賜
を
鼠
(
予
〉
う
。

と
あ
り
、
功
績
(
労
)
に
射
す
る
「
論
」
に
基
づ
き
、

奔
慢
が
行
わ
れ

(

幻

)

さ
ら
に
「
賜
」
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
軍
功
申
請

- 46-

に
射
す
る
不
正
に
巌
罰
が
加
え
ら
れ
た

こ

と

は

、

建

元

以

来

侯
者
年
表
に

高
〉
不
識
、
旬
奴
を
撃
ち
、
戦
い
て
軍
功
増
首
し
買
を
以
て
せ
ず
、
斬
に
嘗
る
に
、

罪
を
摘
し
、
園
除
か
る
。

『
史
記
』
巻
二
O

(
宜
冠
侯

あ
る
い
は
『
漢
書
』

巻
二

O

外
戚
思
津
侯
表
に

(
富
民
侯

車
順
)
本
始
三
年
、
虎
牙
賂
軍
と
魚
り
て
旬
奴
を
撃
ち
、
詐
り
て
虜
獲
を
増
す
に
坐
し
、
自
殺
す
。

な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
を
念
頭
に

〔
9
〕
を
見
る
と
、

「
必
ら
ず
主
有
り
て
、
以
て
不
法
に
従
わ
ざ
る
の
肢
を
験
し
」
と
い
う
文
言
は
、
軍

功
申
請
の
不
正
に
劃
す
る
チ
ェ
ッ

ク
を
示
す
も
の
で
あ
り

こ
の
後
に
は
そ
れ
に
射
す
る
罰
則
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
先
に

違
令
者
に
劃
す
る
罰
則
規
定
と
考
え
た

〔却〕
J
〔担〕

の
中
に
は
そ
の
罰
則
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
上
孫
家
業

筒
臆
に
は
軍
功
に
劃
す
る
賞
と
罰
と
の
南
方
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る。

と
こ
ろ
で
、
軍
吏
に
射
す
る
賞
罰
に
関
連
し
て
、
居
延
漢
簡
に
は
「
秋
射
」
に
よ
る
賜
第

・
奪
第
の
制
度
が
見
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、

「秋
射
」
は
毎
年
秋
に
土
吏

・
候
長

・
黙
長
に
劃
し
て
行
わ
れ
る
湾
の
試
験
で
、
そ
の
成
績
に
よ
っ
て
第

(
勤
務
日
数
)
の
加
減
が
な
さ
れ
た
。



-
功
令
第
側
五
、

(

お

)

園
吉一
七
一)

士
吏
・
候
長
・

蓬
隠
長
、
常
以
令
秋
試
射
、
以
六
爵
程
、
過
六
賜
務
矢
十
五
日

〈ニ八五・一
七

右
は
功
令
に
記
さ
れ
た
秋
射
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
成
績
を
記
し
た
「
賜
務
名
籍
」

(

M

)

 

作
ら
れ
、

「
奪
第
名
籍
」
が
作
成
さ
れ
、

加
え
て
「
秋
射
愛
書
」

も

「
令
」
を
添
え
て
候
官
か
ら
都
尉
府
に
こ
れ
ら
の
書
類
が
送
達
さ
れ
て
、

務
の
増
減
が
決
定
さ
れ
る。

こ
れ
は
軍
陵
の
卒
常
時
に
お

け
る
勤
務
評
定
の
制
度
で
、
斬
首
捕
虜
な
ど
の
軍
功
に
劃
す
る
授
簡
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
そ
の
手
績
き
は
軍
功
に
劃
す
る

「
論
」
と
基

本
的
に
共
通
し
て
い
る
。

か
か
か
る
審
査
決
定
の
巌
密
な
手
績
き
の
中
に
、
軍
功
授
爵
と
民
餌
賜
輿
と
の
質
的
相
違
黙
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

お

)

「
秋
射
」
に
劃
し
て
成
績
の
公
正
さ
を
保
謹
す
る
「
愛
書
」
が
作
成
さ
れ
て
巌
密
な
チ

ェ
ッ
ク
が
魚
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
官
吏
の
勤
務

評
定
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

軍
功
に
糾
問
す
る
評
定
に
も
こ
れ
と
同
様
の
手
績
き
が
と
ら
れ
る
な
ら
ば
、
評
定
の

結
果
興
え
ら
れ
る
爵
に
も
、
民
爵
賜
興
に
よ
っ
て
興
え
ら
れ
る
簡
と
は
異
な
っ
た
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
孫
家
案
簡
臆
中
の
授
簡
を
一
意
味
す
る
文
言
が

一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

- 47ー

こ
れ
に
闘
し
て
、

〔
8
〕
・〔
9
〕・

〔日
〕
・
〔
H
〕

〔
日
〕
・
〔
辺
〕
・
〔
お
〕
・
〔
担
〕
は
霞
を
興
え
る
こ
と
を
い
ず
れ
も
「
奔
寄
」
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
に
劃
し
て
、
爵
を
輿
え
る
こ
と
を

「
賜
簡
」
と
記
す
例
が
あ
る
。
以
下
に
列
奉
し
よ
う
。

こ
の
ほ
か
、

〔訂〕
〔犯〕

図
斬
首
捕
虜
者
、
勿
賜
霞
図

(
三
六
=一
)

図
曲
栴
長
口
口
口
口
口
口
者
、
賜
爵
図

〈一宍(〕

・
一六一
)

〔ぬ〕

図
約
者
、
軍
吏
賜
霞
三
組
、
也
(
他
)
吏
卒
賜
図

〈

O
七
一
ニ
)

〔必〕

図
軍
以
上
口
口
口
、
賜
爵
口
図

〈一口七
)

〔
口
〕
に
も
「
賜
俸
各
四
級
」
と
み
え
る
。

「
奔
」
は
簡
を
興
え
ら
れ
る
側
、
「
賜
」
は
爵
を
興
え
る
側
の
立
場
か
ら
の
文
言
と
解
律
す
れ
ば
、

一
見
矛
盾
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
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軍
功
に
封
す
る
授
曾
規
定
に
こ
の
雨
者
の
立
場
が
混
在
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た

〔
9
〕
・
〔
日
〕
で
は
、
首
級
数
が
規
定
に
達
し
な



250 

い
場
合
に
は
「
賜
銭
」
と
あ
り
、

「
奔
簡
」
と
「
賜
銭
」
が
割
に
な
っ
て
現
れ
る
。

こ
れ
は
先
に
翠
げ
た
雲
夢
秦
簡

・
軍
曾
律
で
も
同
様
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
「
奔
」
と
「
賜
」
、

お
よ
び
「
爵
」
と
「
賜
」
が
封
比
的
に
用
い
ら
れ
、

「
奔
」
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
簡
で
あ
っ
た
。

、ー

の

よ
う
に

「
奔
」
と
「
賜
」
と
を
意
識
的
に
匝
別
し
て
み
る
と
、

〔お〕

に
見
ら
れ
る

「奔
爵
賜
論
、

国
酎
比
士
吏
」
は
、

「爵
を
奔
し
論
を
賜

る
」
で
は
な
く
、
「
奔
爵
と
賜
」
の
論
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
霞
に
つ
い
て
は
土
吏
の
例
に
な
ら
う
(
し
た
が
っ
て
賜
に
つ
い
て
は
別
の
例
に
な
ら
う
て

と
解
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
「
賜
筒
」
は
ど
う
解
緯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
「
賜
傍
」
を
「
賜
」
と

「傍
」
に
分
離
す
る
、

つ
ま
り
「
賜
銭
」
お
よ
び
「
奔
爵
」
の
二

つ
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
ま
ず
可
能
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
『
史
記
』
焚
噌
列
俸

そ
れ
で
は
〔
口
〕
お
よ
び

〔幻〕
J
〔
ω〕

中
の
「
賜
間
」
も
こ
の
よ
う
に
解
稗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

文
献
中
に
は
「
賜
国
」
が

「
賜
」
と
「
霞
」
で
は
明
ら

か
に
あ
り
え
な
い
例
が
存
在
す
る
。
民
爵
賜
輿
の
詔
に
見
ら
れ
る
文
言
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
例
と
し
て

『
漢
書
』
文
一一帝
紀
の
記
事
を
翠
，け
れ
ば

- 48ー

詔
を
下
し
て
日
く
、
:
・そ
れ
天
下
を
赦
し
、
民
に
健
一
級
、
女
子
百
戸
ご
と
に
牛
酒
、
繭
五
日
を
賜
う。

が
存
在
し
、

と
あ
り
、
他
の
例
で
も
「
賜
民
健
O
級
」
と
い
う
表
現
が
一
般
で
あ
る。

(

お

)

西
嶋
氏
も
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

ま
た
居
延
漢
筒
中
に
は
民
爵
賜
興
の
記
録
と
看
倣
さ
れ
る
一
連
の
簡

一
例
を
傘
げ
れ
ば

「
口
問
七
」

公
乗
鄭
宋
里
戴
通

卒

故
小
男
丁
未
丁
未
丙
辰
戊
寅
乙
亥
葵
巳
葵
酉
令
賜
各
一
級
丁
巳
令
賜
一
級

(一六ニ・

一回

圃五一
=一)

こ
こ
で
も
「
令
賜
各
一
級
」

「
令
賜
一
級
」
の
ご
と
く

「
賜
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
え
る

「賜
」
は
「
輿
え
る
」
の
一意
味
で
あ

っ
て
賜
銭
・
賜
物
の
一
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。

か
か
る

「
賜
爵
」
と

「拝
爵
」
と
は
ど
こ
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
漢
の
天
下
統

一
が
な

っ
た
高
組
五
年
に

(

幻

)

は
、
楚
漢
戦
争
の
従
軍
者
で
高
雷
を
有
す
る
も
の
に
国
宅
の
賜
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
漢
代
を
遁
じ
て
み
た
場
合
、

軍
功
に
劃
す
る
授
留
に
田
宅
な
ど
の
賜
興
が
附
随
し
た
こ
と
は

『一
商
君
書
』
境
内
篇
に
見
え
、

簡
に
附
随
し
て
回
宅
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と
は
例
外
的
で
、
む
し
ろ
金
銭
を
賜
興
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
。

『
漢
書
』
食
貨
志
下
に



は
、
衛
青

・
震
去
病
の
旬
奴
遠
征
に
閲
し
て
、

此
の
後
四
年
、
衛
青

比
年
十
儀
蔦
衆
も
て
胡
を
撃
ち
、
斬
捕
首
虜
の
土
の
受
賜
は
黄
金
二
十
徐
高
斤
。

あ
る
い
は

そ
の
明
年
、
票
騎
仰
り
て
再
び
出
で
て
胡
を
撃
ち
、
大
い
に
克
獲
し
、
海
邪
王
敷
高
衆
を
率
い
て
来
降
す
。
是
に
お
い
て
漢

雨
を
設
し
て
之
を
迎
う
。
既
に
至
り
賞
を
受
け
、
賜
は
有
功
の
土
に
及
ぶ
。
是
歳
の
費
九
そ
百
徐
鎧
高
。

と
あ
っ
て
、
授
爵
以
外
に

E
額
の
賞
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
史
記
』
巻

一
O
六

呉
王
湊
列
俸
に
は
、
呉
楚
七
園
の
奉
兵
に
際
し

車
三
高

て
呉
王
が
諸
侯
に
遺
っ
た
書
を
採
録
す
る
が

そ
こ
に

能
く
大
勝
を
斬
捕
す
る
者
は
、
金
五
千
斤
を
賜
い
高
戸
に
封
ず。

列
絡
は
三
千
斤
、
五
千
戸
に
封
ず
。
禅
絡
は
二
千
斤
、

ず
。
二
千
石
は
千
斤
、
千
戸
に
封
ず
。
千
石
は
五
百
斤
、
五
百
戸
に
封
ず
。
皆
な
列
侯
と
篤
す
。
そ
れ
寧
若
し
く
は
域
邑
を
以
て
降
る
者

は
、
卒
高
人
・
邑
高
戸
な
れ
ば
、
大
絡
を
得
る
が
如
く
す
。
人
・
戸
五
千
な
れ
ば
、
列
絡
を
得
る
が
如
く
す
。
人

・
戸
三
千
な
れ
ば
、
禅

賂
を
得
る
が
如
く
す
。
人

・
戸
千
な
れ
ば
、
二
千
石
を
得
る
が
如
く
す
。
そ
れ
小
吏
は
皆
な
差
次
を
以
て
国
防
金
を
受
く
。
佑
の
封
賜
は
皆

な
軍
法
に
倍
す
。

二
千
戸
に
封

- 49ー

と
あ
り
、
こ
の
褒
賞
規
定
が
漢
の
軍
法
を
倍
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
漢
の
軍
法
に
は

「
賜
金
」
の
規
定
が
含
ま
れ
た
こ
と
が
推
定
さ

(

お

〉

れ
る
。
李
開
元
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
田
宅
賜
輿
へ
の
言
及
が
無
い
こ
と
は
、

景
一
帝
時
代
の
漢
の
軍
法
に
褒
賞
と
し
て
の
田
宅
賜
輿

の
規
定
が
存
在
せ
ず
、
金
銭
の
賜
輿
へ
と
移
行
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
上
孫
家
案
筒
膿
中
の
規
定
に
は
、
田
宅
へ

の

言
及
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

上
孫
家
案
筒
臆
中
で
の
金
銭
の
賜
興
は
、
首
級
数
が
規
定
に
達
せ
ず
侵
を
奔
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
銭
を
輿
え
て
こ
れ
を
清
算
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
ア
た
。
そ
れ
で
は
首
級
数
が
規
定
を
満
た
し
た
者
は
、
爵
だ
け
を
手
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
節
の
官
頭
で
提
起
し
た

よ
う
に
、
頻
繁
に
行
わ
れ
る
民
霞
賜
興
に
よ
っ
て
得
る
爵
も
、
巌
し
い
制
限
下
に
お
か
れ
た
軍
功
に
よ
っ
て
得
る
簡
も
、
僧
位
と
し
て
は
同
じ

251 
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二
十
等
簡
な
の
で
あ
り
、
軍
功
に
よ
っ
て
簡
だ
け
を
手
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
乗
以
下
の
震
を
受
け
る
者
に
と
っ
て
は
民
健
と
な
ん
ら
相
違

な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
簡
を
興
え
る
こ
と
で
職
場
に
お
け
る
奮
戦
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
軍
功
に
よ

っ
て

簡
を
興
え
ら
れ
る
場
合
に
も
何
ら
か
の
賜
興
が
附
随
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
お
そ
ら
く
金
銭
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

か

か
る
金
銭
賜
興
を
と
も
な
う
授
国
を
上
孫
家
築
簡
肢
で
は
「
奔
爵
」
と
記
し
て
お
り、

受
偶
者
へ
の
金
銭
の
賜
興
が
仲
わ
な
い
民
爵
で
は

「
賜

国
間
」
と
記
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
孫
家
築
筒
臆
に
見
ら
れ
た

「賜
爵
」
も
、
金
銭
を
伴
わ
な
い
震
だ
け
の
賜
輿
で
あ

(

却

)

る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
軍
功
の
軽
重
に
雁
じ
て
褒
賞
に
差
を
設
け
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。

軍
功
に
金
銭
を
賜
興
し
て
褒
賞
す
る
こ
と
は
敦
埋
漢
簡
に

ロ
陥
陳
却
適
者
賜
黄
金
十
斤

(

ぬ

)

(
『
敦
埠
漢
筒
』
一
六
歪
A
〉

- 50ー

口
元
年
五
月
辛
未
下

「罷
箪
」

の
ご
と
く

「
陳
を
陥
れ
遁
(
敵
〉
を
却
く
者
は
黄
金
十
斤
を
賜
う
」

と
い
う
例
が
あ
り、

ま
た
敦
埋
懸
泉
置
出
土
簡
中
に

向
書
臣
昧
死
以
問
、

制

日
可
、
購
校
尉
銭
人
五
菌
、
校
尉

・
丞
ー・
司
馬

・
千
人
・
候
人
三
菌
、
校
尉
史

・
司
馬
候
丞
人
二
高
、
書
佐

・
令
史
人
前
向

(
『
敦
埋
漢
筒
』
一
ヨ一C
C)

の
ご
と
く
購
銭
(
賞
金
)
を
皇
帝一
の
制
詔
に
よ
っ
て
定
め
た
例
が
あ
る。

以
上
の

「奔
爵
」
と

「賜
偉
」
の
検
討
か
ら
、
軍
功
に
劃
す
る
奔
慢
と
民
鰐
賜
興
と
の
相
違
を
、
簡
に
附
随
す
る
も
の
の
有
無
と
結
論
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
附
言
す
る
と
、
こ
の
相
違
は
す
で
に
功
績
を
翠
げ
た
も
の
に
褒
賞
と
し
て
興
え
ら
れ
る
爵
と
、
皇
帝一
へ

の
奉
仕
を
期

待
し
て
恩
恵
と
し
て
一
方
的
に
興
え
ら
れ
る
俸
と
の
相
違
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

褒
賞
の
後
排
い
と
前
排
い
と
の

相
違
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
霞
だ
け
で
な
く
金
銭
を
賜
興
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
功
と
い
う
命
懸
け
の
功
績
に
劃
し
て
興

え
る
震
と
民
爵
と
の
差
別
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



民
爵
と
の
差
別
化
と
い
う
観
黙
に
立
つ
と
、
武
一
帝
期
に
施
行
さ
れ
た
武
功
簡
に
劃
し
で
も
新
た
な
位
置
附
け
が
可
能
に
な
る
。
周
知
の
よ
う

に
武
功
簡
は
、
封
旬
奴
戦
争
に
お
け
る
街
青

・
塞
去
病
ら
の
華
々
し
い
勝
利
が
賞
賜
の
増
大
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
政
難
を

背
景
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
食
貨
志
下
に
は

有
司

民
を
し
て
買
簡
及
び
禁
鋼
を
購
い
罪
を
尭
滅
す
る
を
得
し
む
る
を
請
う
。
賞
官
を
置
く
を
請
い
、
名
づ
け
て
武
功
爵
と
日
う
。
級

ご
と
に
十
七
高
、
九
そ
直
三
十
鈴
高
金
。
諸
そ
武
功
簡
の
官
首
を
買
う
者
は
吏
に
試
補
し
て
先
除
し
、

千
夫
は
五
大
夫
の
如
し
。
そ
れ
罪

有
れ
ば
叉
た
二
等
を
減
ず
。
爵
は
祭
卿
に
至
る
を
得
、
以
て
軍
功
を
顕
す
。

軍
功
多
け
れ
ば
超
等
を
用
て
し
、
大
者
は
封
侯
卿
大
夫
、
小

者
は
郎
た
り
。
吏
道
雑
に
し
て
端
多
く
、
則
ち
官
職
粍
療
す
。

と
あ
り
、
巨
費
注
に
、
武
功
爵
の
内
容
を
衣
の
よ
う
に
記
す
。

一
級
日
造
士
、
二
級
日
閑
輿
街
、

三
級
日
良
士
、
四
級
日
元
戎
士
、

日
執
戎
、
十
級
日
政
戻
庶
長
、
十
一
級
日
軍
街
。

五
級
日
官
首
、
六
級
日
乗
鐸
、

七
級
日
千
夫
、

八
級
日
柴
卿
、
九
級

- 51ー

こ
の
よ
う
に
二
十
等
侵
と
は
全
く
名
稽
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

「曾
得
至
祭
卿
」
は
買
留
の
上
限
が

そ
の
上
に
も
武
功
簡
の
僧
位
は
存
在
し
て
お
り
、

買
震
の
み
が
武
功
留
を
得
る
手
段

一
定
の
封
麿
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

第
八
級
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
以
顛
軍
功
」
、
「
軍
功
多
用
超
等
」
な
ど
か
ら
見
て
、

軍
功
に
よ
っ
て
こ
れ
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
司
た
と

推
察
さ
れ
る
。
武
功
慢
で
は
、
官
首
以
上
に
は
任
官
、
千
夫
以
上
に
は
五
大
夫
の
ご
と
く
復
除
の
特
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
二

十
指
一
寸
爵
と
は
別
の
侵
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
功
に
射
す
る
褒
賞
と
し
て
の
爵
と
民
霞
と
を
差
別
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
意
闘
を
見
る

(

況

)

こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。結

び
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籾
山
明
氏
は
、
西
嶋
氏
の
民
国
間
に
つ
い
て
の
所
論
を
史
料
上
の
根
本
的
な
貼
か
ら
批
剣
し
、
優
位
と
は
「
王
権
と
の
匝
離
の
表
現
で
あ
る
」
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(

辺

〉

と
巧
み
に
定
義
さ
れ
た
。
ま
た
軍
功
に
よ
る
授
爵
と
民
健
賜
興
と
の
関
連
に
も
燭
れ
て
、

「
本
来
生
命
を
賭
し
て
獲
得
す
べ
き
褒
賞
、
す
な
わ

れ
る
こ
と
は
、

ち
毘
を
、
無
償
で
興
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
」
民
健
の
賜
輿
は
皇
帝
の
恩
徳
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
、
同
時
に
「
軍
功
に
よ

っ
て
簡
を
賞
興
さ

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
皇
帝一
に
よ
っ
て
無
封
債
で

そ
の
人
物
が
王
擢
に
劃
す
る
奉
仕
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
」
し
、

賜
興
さ
れ
る
爵
に
も
奉
仕
と
い
う
債
値
は
含
ま
れ
て
お
り
」

「
慢
を
賜
興
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
奉
仕
を
期
待
す
る
こ
と

で
あ
る
」

と
さ

れ

た
。
つ
ま
り
籾
山
氏
は
、
国
肘
の
意
一
義
を
、
慢
を
持
つ
も
の
相
互
の
関
係
の
中
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
簡
を
興
え
る
も
の
と
興
え
ら
れ
る
も
の

と
の
聞
に
求
め
る
の
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
の
覗
貼
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
居
延
漢
簡
な
ど
に
多
数
見
ら
れ
る
慢
の
事
例
で
は
、
簡
を
も
っ
者
ど

う
し
の
閥
係
に
作
用
し
た
例
は

一
つ
も
な
く
、
籾
山
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
王
権
に
劃
す
る
奉
仕
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
場
に
お
い
て
の
み

(

お

)

現
れ
て
く
る
。
爵
は
奉
仕
に
劃
す
る
皇
帝
の
反
射
給
付
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

み
た
も
の
で
あ
る
。

漢
代
の
伺
肘
制
を
探
る
に
は

こ
の
奉
仕
の
内
容
に
よ
っ
て
反
射
給
付
に
軽
重
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、

今
後
の
課
題
と
し
た

納
莱
授
爵
や
授
慢
の
封
象
な
ど
検
討
す
べ
き
問
題
が
多
々
占
め
る
が

本
稿
は

し、。註(

1

)

西
嶋
定
生
者
『
中
園
古
代
脅
図
の
形
成
と
構
造
1

二
十
等
爵
制
の
研

究
|
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、

一
九
六

一
年。

(

2

)

増
淵
龍
夫

「所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
盟
」
(
『
一
橋
論
叢
』
第

四
七
祭
第
三
説
、

一
九
六
二
年)。

(

3

)

籾
山
明
a
「爵
制
論
の
再
検
討
」
(『新
し
い
歴
史
皐
の
た
め
に
』

一

八
七
鋭
、
一
九
八
五
年
)
。
お
よ
び
籾
山
明
b

「
皇
脅
支
配

の
原
像
|

民
爵
賜
輿
を
手
が
か
り
に
」

(
松
原
正
毅
編
『
王
権
の
位
相
』
所
枚
、

弘
文
堂
、
一
九
九
一
年
)。

そ
れ
に
よ
っ
て
民
傍
賜
興
を
相
劃
化
し
よ
う
と
こ
こ
ろ

- 52ー

(

4

)

註
(
1
〉
西
嶋
書
八
九
J
一
四
八
頁
。

(

5

)

朱
紹
侯
著
『
軍
功
爵
制
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九
O
年
。

(

6

)

『商
君
書
』
境
内
篇
の
引
用
に
つ
い
て
は
好
並
隆
司
者

『一商
君
書
碗

究
』
(
渓
水
位
、

一
九
九
二
年
)
の
校
訂
に
操
っ
た
。

(

7

)

漢
初
の
爵
制
に
つ
い
て
は
、
李
開
元

「前
漢
初
年
に
お
け
る
軍
功
受

金
層
の
成
立
|
「
高
脅
五
年
詔
」
を
中
心
と
し
て
l
」
(『
史
翠
雑
誌
』

第
九
九
編
第

一一

鋭
、
一
九
九
O
年
)
が
詳
細
に
論
ず
る
。

(

8

)

上
孫
家
案
出
土
簡
般
に
関
す
る
紹
介
、
研
究
を
以
下
に
列
摩
す
る
。
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青
海
省
文
物
考
古
工
作
除
「
青
海
大
通
鯨
上
孫
家
案
一

一
五
鋭
墓
」

(
『
文
物
』
一
九
八

一
ー
一

〉。

園
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
・
大
通
上
孫
家
築
漢
簡
整
理
小
組
「
大
遁

上
孫
家
築
漢
簡
得
文
」
(
同
右
)
。

朱
園
煩
「
上
孫
家
築
木
簡
初
探
」
(
同
右
)
。

李
零

「青
海
大
遁
鯨
上
孫
家
築
漢
筒
性
質
小
識
」
(
『
考
古
』

一
九
八
三

|
六)。

陳
公
柔

・
徐
元
邦

・
曹
延
寧

・
格
桑
本
「
青
海
大
通
馬
良
墓
出
土
漢
筒

的
整
理
奥
研
究
」
(『
考
古
屋
'集
刊
』

五、

一
九
八
七
年
)
。

久
保
田
宏
次

「青
海
省
大
通
豚
上
孫
家
築
二
五
挽
墓
出
土
木
簡
の
考

察
|
特
に
漢
代
の
部
隊
編
成
を
中
心
と
し
て
」
(
『
駿
蓋
史
拳
』
七
四

説
、
一
九
八
八
年
〉
。

朱
紹
侯
「
従
三
組
漢
餅
看
軍
功
習
制
的
演
第
」
(
『
史
筆
集
刊
』
一
九
九

一一|一一
)。

大
庭
備
「
漢
爵
に
関
係
あ
る
漢
繍
」
(
同
氏
著
『
渓
筒
研
究
』
所
枚
、

同
朋
合
出
版
、
一
九
九
二
年
〉
。

李
開
元
「
『
爾
君
書
』
境
内
篇
震
秦
軍
法
残
文
設
」
(
同
]222HN.3旬

。
¥
同
J
F
内
町
、
足
立
.E誌
な
さ
H

向
。
。
月
、
2
.
2同
町
内
。
」
、
。
、
NKミ
QNNhH切
な

肉、。』
E
P
Z
0・
M
M内
M内〈・

SUG--

(
9
〉
前
註
ハ8
)
の
李
零
論
文
お
よ
び
陳
公
柔
他
論
文
。

ハ
日
〉
例
え
ば

『
漢
書
』
胡
建
俸
「
制
日
、
司
馬
法
白
、
園
容
不
入
軍
、

軍

容
不
入
園
、
何
文
吏
也
:
:
:
」
、

あ
る
い
は
『
漢
書
』
李
庚
俸
「
上
報

日
、
将
軍
者
、
園
之
爪
牙
也
。
司
馬
法
目
、
登
車
不
式
、
週
喪
不
服
、

振
放
撫
師
、
以
征
不
服
:
:
:
」
な
ど
。
大
庭
倫

「臨
済
竹
筒
兵
書
と
兵

家
」
(
前
註
(

8

)

大
庭
書
所
牧
〉
参
照
。

ハ日
)
上
孫
家
築
簡
般
の
四
押
文
と
簡
番
放
に
つ
い
て
は
前
註
(
8
〉
「
大
通
上

孫
家
案
漢
簡
稼
文
」
に
従
っ
た
。
引
用
筒
文
中
の
図
は
簡
の
断
裂
を
一示

し
、
口
は
剣
讃
不
能
の

一
文
字
、
・
:
は
文
字
数
不
明
を
示
す
。

H
H
は
筒

文
が
改
行
せ
ず
に
逮
捕
帽
す
る
こ
と
、

「

」
は
別
筆
、
(
)
は
文
字
を

讃
み
か
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
ロ
)
本
文
中
に
示
し
た
配
列
は
、
前
註
(
8
〉
『
考
古
四
年
集
刊
』
五
の
復
元

に
し
た
が
っ
た
。
お
な
じ
く
註
(
8
〉
に
奉
げ
た
朱
園
熔
氏
の
考
透
で

は
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
た
配
列
を
想
定
す
る
。

(
日
)
例
え
ば
沈
家
本
『
漢
律
撚
遺
』
巻
二
十

一

軍

法
の
項
に
は
上
孫
家

築
簡
膿
に
見
ら
れ
な
い
規
定
が
暴
げ
ら
れ
て
い
る
。

(川内)

前
註
〈
8
)
久
保
田
論
文
の
指
摘
で
あ
る
。

(
日
)
前
註
(

8

)

大
庭
論
文
。

(
日
)
調
行
に
つ
い
て
前
註
(

8

)

大
庭
論
文
は

「単
濁
で
行
な
っ
た
手
柄
」

の
意
味
に
解
す
る
。

(口〉

雲
夢
秦
簡

・
秦
律
雑
抄
に
「
・
故
大
夫
斬
首
者
、
遷
」
と
あ
り
、

『
爾
君
書
』
境
内
篇
に
は

「
其
職
、
百
賂

・
屯
長
不
得
斬
首
」
と
あ

る
。
守
屋
美
都
雄
氏
は

「漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鞍
爵
制

の
研
究
」
(
同
氏
著

『中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
所
枚
、
東
洋
史
研

究
舎
、
一
九
六
八
年
)
で
、
つ
と
に
こ
の
貼
を
指
摘
す
る
。

(
叩
日
〉
た
と
え
ば
居
延
漢
簡
の
一
=
元
・

=一六
+
一
望
一
・==一
に
は

十
月
壬
寅
甲
渠
郭
候
喜
告
尉
謂
不
侵
候
長
赦
等

骨局移
書
到
趣
作
治
己
成
言
曾
月
十
五
日
詣
言
府
如
律
令
/
土
吏
宣

H

令
史
起

と
あ
っ
て
、
土
吏
が
令
史
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。

(
四
〉
部
隊
の
識
別
方
法
に
つ
い
て
は
前
註
ハ
8
〉
久
保
田
論
文
が
詳
細
で
あ

- 53ー
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る。

(
初
〉
前
註
(

1

)

西
嶋
書
一
六

0
1
一
九
一

一貝。

ハ
幻
)
前
註
(
1
〉
西
嶋
書
八
九
l
一
O
O頁。

(
幻
)
授
爵
の
手
績
き
に
つ
い
て
前
註
(

5

)

朱
書
は
「
努

・
論
・
賜
」

と
い

う
三
段
階
を
想
定
す
る
。

(
お
)
引
用
す
る
居
延
漢
簡
の
う
ち
奮
簡
に

つ
い
て
は
、
出
土
地
・
簡
番

説
・

岡
版
頁
を
附
し
た
。

(

M

)

「
秋
射
」
と
「
血
友
書
」
に
つ
い
て
は
、
籾
山
明
「
愛
書
新
探

漢
代

訴
訟
論
の
た
め
に
1

」
(
「
東
洋
史
研
究
』
第
五
一
巻
第
三
鋭
、
一
九
九

二
年
〉
参
照
。

(
お
)
前
註
ハ
担
)
籾
山
論
文
。

(部
)
前
註
(

1

)

西
嶋
書
二

O
四
J
二
三
六
頁
。

(
幻
)
前
註
(

7

)

李
論
文
。

(
却
〉
同
右
。

(
却
)
焚
噌
俸
の
「
賜
爵
」
を
こ
の
よ
う
に
解
穫
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
奨
唱
に
輿
え
ら
れ
た
の
は
爵
だ
け
で
あ
っ
て
、

賜
銭

は
伴
わ
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
は
爵
と
と
も
に
封
も
輿
え

ら
れ
る
が
、
漢
王
が
部
下
の
諸
絡
に
質
際
に
封
土
を
輿
え
る
の
は
、

三

秦
を
滅
ぼ
し
て
後
の
こ
と
で
、

そ
れ
ま
で
は
列
侯
も
虚
説
に
過
ぎ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
前
註
(

7

)

李
論
文
参
照。

(

ω

)

敦
煙
漢
衡
の
衡
番
鋭
は
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『敦
爆
漢
簡
』

に
従
っ
て
お
く。

(
況
)
永
田
英
正
・
梅
原
都
議
註

『
漢
書
食
貨

・
地
理

・
溝
泊
士
山
』

(
卒
凡

祉
東
洋
文
庫
四
八
八
、
一
九
八
八
年
)
一

二
八
頁
で
註
律
者
は
、
武
功

爵
が
武
帯
期
の

一
時
的
な
爵
の
飢
買
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
-
疑
問
視
し

て
い
る。

(
m
M
〉

前
註
(

3

)

籾
山
b
論
文
。

ハ
お
)
居
延
漢
簡
中
で
、
爵
が
必
ず
記
さ
れ
る
簡
は
、
功
品
目
や
叙
任
に
関
す

る
名
籍
、
「
取
庸
代
成
」

に
関
す
る
名
籍
、
劾
朕
な
ど
に
限
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
別
稿
を
用
意
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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〔
附
記
〕

本
稿
は
一

九
九
三
年
度
東
洋
史
研
究
舎
大
倉
(於
京
大
曾
館
)
に

お
け
る
夜
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、

貴
重
な
御
数
示

を
賜
っ
た
方
々
に
厚
く
御
躍
申
し
上
げ
る
。



THE EVOLUTION OF THE SANLAO 三老SYSTEM AND

　　　

THE ENLIGHTENMENT POLICY 教化DURING

　　　　　　　　　　　

THE HAN DYNASTY

　　　　　　　　　　　　　　　

Takatori Yuji

　　

Previous studies of the Sanlao system during the Han period have

not focused on the fact that the post of Sanlao was established by the

central government to fulfill specific functions.　In this paper, ｌ analyze

the Sanlao system with particular emphasis on the facts that:

1, The purpose of the establishment of the Sanlao system in the early Han

period was to requisition both food and troops.　This was accomplished

via the incorporation of Fulao 父老, or leaders of local societies,into the

Sanlao system as official delegates of these societies.

2, Under the reign of Wendi 文帚, those who held the positions of Sanlao

as“leaders of the people” 衆民之師were expected by the central government

to ensure that the population under their control comply and cooperate with

government policies.

3, In the latter half of the Former Han period, with the enactment of the

enlightenment policy of instructing the people χiaoti 孝悌by means of

the Xiaojing 孝経, as ａ“respected elder”（Ｚｕｎｎｉａｎ蓉年)those chosen for

the position of Sanlao were expected to both instruct the people in govern-

ment policy and to serve as distinguished representatives of this policy.

Ａ STUDY OF DISTINCTION IN MILITARY SERVICE AND

　　

THE CONFERRAL OF TITLED IN THE HAN PERIOD

FUJITA Takao

　　

During the Han period,it was common to bestow titlesas ａ reward

for distinction in military service.　Recently, wooden strips have been

discovered in Han-period tombs at Shangsun jiazhai 上孫家案in Qinghai
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青海that include details of military law regulating the conferral of these

titles.

　

In this paper, ｌ analyze the nature of these strips and attend to

link the titlesbestowed on soldiers with their specific military achievements｡

　　

These strips show that there was close restriction of titles bestowed for

military distinction･ although this form of imperial recognition became

more common during the latter half of the Former Han. To compensate

for the relat沁e infrequency of the conferral of titles,gifts of cash were

also given to soldiers in recognition of military achievement.　l also

analyze in this paper the distinction between Baijue 秤爵, or titles conferred

specifically in recognition of military achievements, and Cijue賜爵, titles

bestowed in recognition of non-military services.

ON THE NATURE OF THE ZHONGSHU SHEREN 中書舎人

　　　　　　　

UNDER THE NORTHERN QI 北斉

Enomoto Ayuchi

　　　

Under the Northern Qi regime, the functions of the Zhongshu Sheren,

or privj' secretariat, included the drafting and implementation of imperial

orders and decrees, in addition to ｅχercising control over all civilian and

military classified information. In the Tianbao 天保period, the ｏ伍cials of

the Zhongshu Sheren were in charge of military affairs. These officials

were appointed to their posts in order to assist Emperor ぺｖｅｎｘｕａｎ文宣帚

to resist the pressure of the χungui 動貴, or“meritorious dignitaries”，and

for the purpose of gaining control over the military.

　　　

In the latter half of the dynasty, many ｏ伍cials of the Zhongshu Sheren

served Emperor Houzhu 後主as literary advisers. These ｏ伍cials were

primarily civilians who had risen to power in struggled against Ｅｎχing

恩倖, the emperor's favorites, and against the χungui. Most of the officials

of the Zhongshu Sheren under the Northern Qi were
selected on the basis

of their accomplishments･including literary and business
ability, regardless

of their family status.　The selection of these ｏ伍cialｓ
was thus based on

the system of recog心tion of merit, ａ system which
was to become ａ
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